
令和5年度 江戸川区立東小松川小学校人権教育全体計画 

 人権に関する法令 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・学習指導要領 

・人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律 

・人権教育・啓発に関する基本計画 

・東京都人権施策推進指針 

・東京都教育委員会の教育目標及び 

基本方針 

・人権教育の指導方法等の在り方に 

ついて 

・児童の権利に関する条約等 

・障害者差別解消法 

目標策定の方針 

○身近な生活の中にある様々な偏見や

差別に気付かせ、人権課題について正

しく理解させるとともに、相手の立場

に立って考える態度を育成する。 

○基礎的・基本的な内容を確実に習得さ

せ、思考力、判断力、表現力等を養い、

自己実現を図る。 

○望ましい人間関係を育成し、一人一人

が主体的に学校生活を送ることがで

きるようにする。 

人権教育の目標 
一人一人の児童・生徒等がその発達段階に応じ、人

権の意義・内容や重要性について理解し、自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めることができるよう

になり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度

や行動に表れるとともに、人権が尊重される社会作り

に向けた行動につながるようにすることである。 

目指す児童像 

低学年 善悪に対する判断力をもつ子 

中学年 協力し、助け合う子 

高学年 社会の一員としての自覚をもつ子 

学年・学級経営 

・人権教育に関わる学年経営目標、学級経営目標を設定し、具現化する。 

・一人一人の個性や能力を生かし、学年の一員、学級の一員としての存在感を味わえるようにする。 

・人権上の課題の解決を図り、望ましい人間関係を育成する。 

・言語環境の適正化を図り、教育環境を整備する。 

人権教育の年間指導計画のための方針 

・人権教育との関わりが強いと思われる単元をはっきりさせ、各教科等の相互の関連を図り、効果的な人権教育ができるよう指導内容や方

法を工夫する。 

・各教科、領域等における内容について、個別的な視点からの取組を明確にする。 

・児童が主体的に学習活動に参加し、互いに協力し合って学習に取り組めるよう、協力的、参加的、体験的な学習を位置付ける。 

教職員の研修 

・都・区主催の人権研修会に代表が参加。 

 研修に参加した者が報告することで 

人権に対する意識を磨く。 

・人権教育リーフレット等を活用し校内 

 教職員の人権感覚を高める。 

校種間の連携 

 相互の授業公開や部活動交流などを通し

て、教職員の交流を深める体制を整えると

ともに、系統的・継続的な人権教育を推進

する(小中連携)。 

家庭・地域との連携 

・人権教育の趣旨の理解 

・保護者や地域との協力 

・地域の諸行事への参加 

・学校外協力者との連携 

普遍的な視点からの取組と個別的な視点からの取組 

[普遍的な視点からの取組]  

人権の意義・内容についての学習、法の下の平等、個人の尊重、社会規範、権利と義務、自由と責任についての学習、生命尊重の心

情や態度、豊かな人間性を育むための学習、自己理解と他者理解を図るための学習、自尊感情を高めるための学習、コミュニケーショ

ン能力を高めるための学習などを実施する。 

[個人的な視点からの取組]  

様々な人権課題に関わる差別意識の解消を目指して、意図的・計画的な場面を設定し児童の理解を深める。 

人権教育を通じて育てたい資質・能力 

・人権に関する知的理解力 

・人権感覚 

日常的な指導 

学校の全教育活動を通して、思いやりに満ちた人間関係を築

くとともに、身近な社会生活の中にあるさまざまな偏見や差別

の不合理に気付き、これを自分たちの問題としてとらえ、協力

していこうとする力を育てる。 

 

人権教育に関する指導の実態把握 

偏見や差別の不合理性への気付きや

自他を尊重する心情が育っていない児

童がいる。 

教科等の指導 

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などの取り

組みの中で、人権一般について取り上げるなど、様々な問題

を主体的に解決しようとする力や自他の人権を大切にしよう

とする力を育てていく。 

 

学校の教育目標 
ひがこまっ子は、みんな仲よし、夢がある 

○思いやりのある子    ○考える子    

○やりぬく子   ○じょうぶな子 


